
【特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業とは】

【省令の概要】

　国では以下の内容について基準を設定しています（項目を抜粋）。

　＊下線を引いた項目は従うべき基準を含むものです。

　　

【条例で定める基準の基本的な考え方】

①

②
施設の設置者はその運営にあたって、暴力団員の支配を受け、又は暴力団員と密接
な関係を有してはならないことを、独自の基準として追加します。

⑭評価等 ㉛特別利用保育・教育の提供

⑮相談及び援助 ㉜附則

⑯緊急時等の対応

・利用定員設定に際しては、「保育所→20人以上」、「認定こども園→20人以上」、「幼稚園
→最低定員を設けない」とします。

・利用定員の設定に際しては、「１号→3～5歳」、「２号→3～5歳」、「３号→0歳、1～2歳」の
区分とします。

⑫施設型給付等の額に係る通知等 ㉙会計の区分

⑬教育・保育の取り扱い方針 ㉚記録の整備

省令と異なる基準とすべき地域的特性などがないため、基本的には省令どおりの内
容とします。

＊②利用定員の考え方と運営基準について

⑨小学校との連携 ㉖苦情解決

⑩教育・保育の提供の記録 ㉗地域との連携等

⑪利用者負担額等の受領 ㉘事故発生の防止、発生時の対応

㉑掲示

㉒子どもの適切な処遇

㉓秘密保持等

㉔情報の提供等

⑧心身の状況等の把握 ㉕利益供与の禁止

⑤あっせん、調整、要請に対する協力

⑥受給資格等の確認

⑦支給認定申請に係る援助

④利用申し込みに対する正当な理由のな
い提供拒否の禁止等

⑳定員の遵守

地域型保育事業者（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型
保育）が、子ども・子育て支援法に基づき市町村から確認を受けること
で、特定地域型保育事業者となります。

①一般原則 ⑰支給認定保護者に関する市への通知

②利用定員

③内容及び手続きの説明、同意

⑱運営規定

⑲勤務体制の確保

（仮称）北広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

・特定教育施設～施設給付型幼稚園、認定こども園

・特定保育施設～認可保育園、認定こども園

・特定地域型保育施設～

主な内容（案）


